
 

  会 議 記 録 

 

次の協議会を次のとおり開催した。 

協 議 会 名 称  令和４年度第３回湘南東部地区福祉有償運送市町共同運営協議会 

開 催 日 時 
令和４年８月２４日（水） 

【書面会議のため、資料送付日を記載】 

開 催 場 所 【書面会議にて開催】 

出 席 者 

※ 会 長 等 ◎  

副 会 長 等 ○  

◎庭野珠樹、○重田幸雄、○濱田盛厚、三橋裕、河田貴子、山本まり子、

鎌田弘美、荻野誠、佐々木邦子、手塚明美、西台篤史、鶴田國夫、 

大川 寿之、中村安英、中間鐵郎、中澤栄子 

次回開催予定日 令和４年１１月２４日（木）１４時から 

問い合わせ先  

担当：寒川町健康福祉部福祉課総務担当（事務局） 

電話番号：０４６７－７４－１１１１（内線１４２） 

メールアドレス：fukushi@town.samukawa.kanagawa.jp 

会 議 記 録 書面会議 
要約した

理由 
- 

内     容 

１ 議題  

〈協議事項〉 

書面会議のため、提出された意見を記載。 

（１） 自家用有償旅客運送新規登録申請について（藤沢市） 

・特定非営利活動法人 laule’a から提出された新規登録申請につい

て協議。申請の通り、協議が調った。 



 

（２） 自家用有償旅客運送更新登録申請について（藤沢市・茅ヶ崎市） 

① 福祉クラブ生活協同組合から提出された更新登録申請について

協議。申請の通り、協議が調った。 

② 一般社団法人 ふれあいの郷から提出された更新登録申請につ

いて協議。申請の通り、協議が調った。 

③ 社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会から提出された更新登

録申請について協議。申請の通り、協議が調った。 

④ 特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブのびのびから提

出された更新登録申請について協議。申請の通り、協議が調った。 

 

承認する：１６名 承認しない：０名 

 

〈報告事項〉 

（１）自家用有償運送に係る登録事項の変更について（藤沢市） 

・福祉クラブ生活協同組合の自動車台数の変更について報告。 

 

以下提出された意見等 

① 資料１ 特定非営利活動法人 laule’aについて 

法人代表者が、運行管理の責任者、唯一の運転者、事故対応の責任

者、苦情対応者及び苦情処理責任者を兼務しているため、複数名で

対応する体制とされたい。（神奈川県） 

 

→現状は兼任の体制となっているが、複数名で対応できるように努

める。 

 

② 資料２ 福祉クラブ生活協同組合及び資料３ 一般社団法人 ふ

れあいの郷について、旅客の名簿「ト」その他に係る内訳資料の添

付がないため、神奈川運輸支局に確認するなど、必要に応じて提出

を求められたい。（神奈川県） 

 

→運輸支局に確認し、必須ではないと回答を得ているが改めて福祉

クラブ生活協同組合より提出をいただいた。また、「ト」の内訳を

精査する中で、新たに介護認定を受けている利用者が判明したた

め、旅客の名簿等の一部を変更した。ふれあいの郷については資料

３の５３ページ参考様式第ハ号「身体状況等、態様ごとの会員数」

のとおり「ト」に該当する方が精神障害者のみであるため内訳は添



 

付していない。 

 

③ 資料４ 社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会の２ページ「７．

運送しようとする旅客の範囲」について「イ～ト」すべての区分に

「〇」が付いている。５１ページ「身体状況等、態様ごとの会員数」・

５２、５３ページ「旅客の名簿」では、「イ、ハ、ニ、ホ」に該当

する会員がいるようだが、「ロ、へ、ト」に該当する会員はいない

と読み取れる。該当する会員がいない場合、２ページで申請する区

分は「イ、ハ、ニ、ホ」になると思われる。（藤沢市） 

 

→ご指摘のとおり。修正した。 

 

④ 資料５ 特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブのびのび

の３ページ「７．運送しようとする旅客の範囲」について「イ～ホ、

ト」の区分に「〇」が付いている。４２ページ「身体状況等、態様

ごとの会員数」・４３、４４ページ「旅客の名簿」では、「イ、ハ、

ニ、ホ」に該当する会員がいるようだが、「ロ、ト」に該当する会

員はいないと読み取れる。該当する会員がいない場合、２ページで

申請する区分は「イ、ハ、ニ、ホ」になると思われる。（藤沢市） 

 

→ご指摘のとおり。修正した。 

 

⑤ 資料５ 特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティブのびのび

の４８ページ「利用料金一覧」のうち「●運送の対価以外の対価」

「基本料金 1,100円」については、全ての利用について発生する費

用か。その場合、何に対する実費か。（藤沢市） 

 

→全員に対して、すべての利用に発生する。 

内訳：乗降介助料及び居宅内介助（荷物の確認、排泄、更衣、移動

時の見守り等） 

なお、介助料（30 分ごと）880 円（乗降介助以外の料金）につい

ては、病院内の買い物等の介助及び通院介助等を想定した料金とな

っている。 

 


